
併用に当たって行う事業
の変更内容は

併用する交付金事業は

地方創生推進交付金・地方創生拠点整備交付金と企業版ふるさと納税の併用の認定回

次のフローに従った認定回において認定申請を行ってください。

今回の募集で申請する
新規事業 ※１※２

（当該事業に係る地域再生計画を
作成していない。）

継続事業
（当該事業に係る認定済みの地域再

生計画がある。）
交付金の実施計画又は施設整備
計画の変更を要しない変更

交付金の実施計画又は施設整備
計画の変更を要する変更

認定回は

第61回

第60回

第61回

参考

※２ 新規事業又は企業版ふるさと納税のみを活用する既認定事業について地方創生推進交付金又は地方創生拠点整備交付金と企業版ふるさ
と納税の併用を行う場合は、交付金活用部分・企業版ふるさと納税活用部分それぞれの地域再生計画を個別に作成していただきます。

※１ 交付金の交付申請を伴う、個別具体的な事業を特定した企業版ふるさと納税を活用する事業に係る地域再生計画の新規認定申請を行う
場合に限ります。大括り化した計画を作成する場合は、第60回認定回での認定申請が可能です。
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